
 

 

 

 

 

 

 
 
平成 5年に制定した「横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例」

（以下、「条例」という。）を、社会経済情勢の変化を踏まえて、建築紛争の未然防止や円滑な解決を図

る制度として充実させるため、見直しを図ります。 

 

 

 
 
建築計画の説明会に建築主が出席しないことから、住民の意見が直接建築主に届かないという不満が

生じています。そこで、一定の規模以上の建築計画では説明会の開催及び建築主の出席を義務付け、紛

争の未然防止を図ります。 

  

 
 
昭和 40 年代中盤以降に急激に建設された鉄筋コンクリート造等の堅固な構造の建築物が建替え期を

迎え、今後その解体工事が大量に増加することが見込まれます。そこで、これらの建築物の解体工事の

事前公開を義務付け、紛争の未然防止を図ります。 
 

 

 
 
・市民意見募集 

平成 26 年３月４日から３月 18 日まで（意見数 ０件） 

 

・関係団体説明（９団体） 

 平成 26 年４月 22 日から５月 14 日まで 

建 設 団 体 ・一般社団法人 横浜建設業協会 

・一般社団法人 神奈川県建設業協会横浜支部 

・一般社団法人 神奈川県建物解体業協会 

設 計 団 体 ・一般社団法人 横浜市建築士事務所協会 

・一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会横浜支部 

・一般社団法人 神奈川県建築士会 

・横浜市建築設計協同組合 

不動産団体 ・公益社団法人 神奈川県不動産協会横浜支部 

・公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 

 

 

H25 年度 H26 年度 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

     

 

 

 

 現行条例 改正案 

(１) 

建築主の 

計画説明会 

への出席を 

義務化 

中高層建築物等の計画の説明 

及び建築主の出席 

⇒説明会又は 

個別説明での説明。 

建築主の出席は 

求めていない。 

特定大規模開発事業（100 戸以上の共同住宅等）は、

個別説明ではなく説明会の開催を義務化し、更に説明会

への建築主の出席を義務化します。 

 

なお、対象規模については、更に、紛争実態等を踏まえ、

検討していきます。 

なお、説明会に出席しない建築主に対して、説明会への

出席の措置命令を新設します。 

(２) 

解体工事の 

事前公開を 

義務化 

解体工事の事前公開 

⇒標識の設置及び 

住民説明を 

求めていない。 

中高層建築物等の標識を設置した後に、既存の鉄筋コン

クリート造等の建築物を解体する場合、解体工事の標識

設置及び住民説明を義務化します。 

なお、解体工事の標識を設置しない建築主に対して、標

識設置の措置命令及び罰則を新設します。 

(３) 

その他 

① 建築主に対する横浜市意見書 

⇒良好な近隣関係及び 

住環境の保全等を 

対象とした意見を述べる。 

横浜市意見書に、現行の項目に加え、必要な意見を述べ

ることができるようにします。 

（例：共同住宅への町内会加入の促進、 

電気自動車の充電設備の設置） 

② 専門家助言制度の位置づけ 

⇒条例に規定なし 

 （要綱で規定） 

紛争解決に向けて、専門家助言制度をより積極的に活用

するため、本制度を条例の中に位置付け、一層の市民へ

の浸透を図ります。 
 
※ 専門家助言制度：住民が専門家（建築士・弁護士）から建

築計画についての助言を受けることにより、建築主との相

互理解を促進し、紛争の未然防止を図る制度。 

③ あっせん・調停の非公開 

⇒当日の会議のみが非公開。 

あっせん・調停の当日の会議に加え、申出書や調停案受

諾勧告書等、手続きの全てを非公開にします。 

④ 工業専用地域の事前公開手続 

⇒近隣説明等報告書の提出を 

適用除外。 

工業専用地域のうち、都市再生特別地区等の規定により

居住が可能な区域には近隣説明等報告書の提出を義務

化します。 

 
 

 
 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 

中高層建築物条例 
標識設置届 212 318 319 313 274
近隣説明等報告書 187 278 254 264 247

開発事業調整条例（大規模共同住宅） 4 15 4 13 5

あっせん 

申出件数 5 15 17 16 8
実施件数（回） 5(5) 12(15) 14(23) 13(21) 9(12)
和 解※ 3 6 7 8 3
不 調 2 6 7 5 5
その他 0 0 0 0  1(＊1)

調停 

申出件数 0 6 5 7 4
実施件数（回） 0(0) 5(12) 2(3) 2(3) 3(4)
和 解※      - 0 2 0 1
不 調 - 5 0 2 1
その他 - 0 0 0  1(＊2)

専門家助言制度 実施件数（回） - - - 10(15) 8(11)

※「和解」は一部和解を含みます。＊1継続中、＊2 取下げ  

(１)建築主の計画説明会への出席を義務化 

(２)解体工事の事前公開を義務化 

２．見直しの主な項目 

５．見直しの主な内容 『横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の 
保全等に関する条例』の一部改正に向けた検討状況について 

☆

市民・関係団体等への周知期間 

議決を経て 
H27 年１月中旬 
条例施行（予定）

市民意見募集 

４．条例改正のスケジュール（予定） 

第３回市会定例会 第２回市会定例会 

横浜地方検察庁等の関係機関協議 

関係団体説明 

改正案上程 

（参考）実績 

３．市民意見募集及び関係団体への説明状況 

建築・都市整備・道路委員会

平 成 2 6 年 ５ 月 2 9 日

建 築 局

１．趣旨 

関係団体の主な意見 

■「建築主の出席を義務づけ
ることは、建築紛争の未然防
止の観点から、良いことであ
る。」 

■「建築計画を円滑に進める
上で、解体工事の事前周知は
良いと思う。」 

等 


